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北河内４市リサイクルプラザ搬出入計画書（平成 19 年度） 

 

枚方市、寝屋川市、四條畷市及び交野市（以下「関係市」という。）は、関係市の家庭から分別

収集したペットボトル及びプラスチック製容器包装（以下「プラスチック製の容器類」という。）

のリサイクルについて、プラスチック製の容器類の北河内４市リサイクルプラザ（以下「プラザ」

という。）への搬入（以下「搬入」という。）及びプラザからの残さの搬出（以下「搬出」という。）

に当たっては、この計画書に基づいて実施するものとする。 

なお、この計画書の有効期間（以下「有効期間」という。）は、平成 20 年３月 31 日までとし、

有効期間の満了の日前に、翌年度の搬入及び搬出の計画について、北河内４市リサイクル施設組

合（以下「組合」という。）及び関係市で協議するものとする。ただし、有効期間中、この計画

書に変更の必要が生じた場合は、事前に組合及び関係市間で協議した上、変更するものとする。 

 

１ 搬入計画 

⑴ 搬入受入時刻等 

搬入の受入可能時間は、年末年始（12 月 31 日から翌年の１月３日までをいう。以下同じ。）

の期間を除く、月曜日から金曜日の午前９時から午後５時 15 分までとする。 

⑵ 開閉門時刻 

搬入及び搬出に係る門限時刻は、年末年始の期間を除く、月曜日から金曜日の午前 8 時 45

分から午後 5 時 30 分までとする。 

⑶ 搬入スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 数字は搬入車両台数 

２ （ ）は搬入量 

３ 午前は９:00～12:00、午後①は 13:00～15:00、午後②は 15:00～17:00 

４ 搬入量は概算の見込量である。 

※１ ペットボトルのみで隔週の搬入 

※２ プラスチック製容器包装のみの搬入 

２ 搬出計画 

⑴ 搬出可能時刻等 

残さの搬出可能時間は、年末年始の期間を除く、月曜日から金曜日の午後 1 時から午後５

時 15 分までとする。 
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①
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②
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①
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②
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①
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①
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25（14.4t） 25（14.4t） 25（14.4t） 25（14.4t） 34（17.3t）
枚 方 市 

9 9 7 9 9 7 9 9 7 9 9 7 18 9 ７

－ － 
54（15.3t） 

※1 

55（34.2t）  

※2 

50（32.6t）

※2 寝屋川市 

－ － － － － － － 54 － － 55 － － 50 －

6（3.1t） 6（3.1t） 6（3.1t） 6（3.1t） 6（3.1t） 
四條畷市 

5 1 － 5 1 － 5 1 － 5 1 － 5 1 －

6（4.8t） 6（4.8t） 7（4.8t） 6（4.8t） 6（4.8t） 
交 野 市 

4 2 － 4 2 － 7 － － 4 2 － 4 2 －
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⑵ 搬出スケジュール 

【可燃物】 

 

 

 

 

 

 

【不燃物】 

市 名 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

枚 方 市 － － － １（1.0t） － 

寝屋川市 － － １（1.2t） － － 

四條畷市 － － － － １（0.6t/2w）

交 野 市 － － － － １（0.6t/2w）

１ 数字は搬出車両台数 

２ （ ）は搬出量 

３ 搬出量は概算の見込量である。 

４ 年度途中又は年度末において、関係市からの搬入量に応じた割合により、搬出量を調整するものとす

る。 

５ /2w は、隔週での対応を示す。 

３ 車両通行計画 

⑴ 通行ルート 

寝屋川市を除く関係市のプラザへのアプローチは、別紙ルート図のとおりとする。 

寝屋川市搬出入車両の通行ルートは、寝屋川市の収集ルートによるものとし、この計画書

において定めないものとする。 

⑵ 通行スケジュール 

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 
 

ルー

ト 
市 名 

入 出 入 出 入 出 入 出 入 出 

Ａ 枚 方 市   5  5 1 8 7 4 7 

Ｂ 枚 方 市 5 4 4 7 4 8 1 2 14 11 

枚 方 市 4 5  2       
Ｃ 

交 野 市 4 4 4 4 7 7 4 4 4 4 

Ｄ 四條畷市 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 

午前

9:00 

～ 

12:00 

Ｅ 四條畷市   1 1 1 1 1 1 1 1 

Ａ 枚 方 市   1  1  7 4 3  

枚 方 市 5 6 7 6 8 7 2 3 6 7 
Ｂ 

寝屋川市     27 27 28 28 25 25 

枚 方 市 4 1 1 1       

寝屋川市     27 27 27 27 25 25 Ｃ 

交 野 市 2 2 2 2   2 2 2 2 

午後 

1:00 

～ 

3:00 

Ｄ 四條畷市 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ａ 枚 方 市       5    

Ｂ 枚 方 市 4 9 6 9 7 9 2 9 7 9 

午後 

3:00 

～ 

5:00 Ｃ 枚 方 市 3  1        

延合計 37 37 37 37 92 92 92 92 96 96 

 

市 名 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

枚 方 市 ２（2.7t） ２（2.7t） ２（2.7t） ２（2.7t） ２（2.6t） 

寝屋川市 － ２（5.2t） － － ４（8.2t） 

四條畷市 １（1.4t） １（1.4t） － － － 

交 野 市 － － － － ３（4.3t） 
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寝屋川市搬出入車両の通行スケジュールは、仮に寝屋川市搬出入車両の通行ルートをＢルート及びＣルート

に設定しているが、実際の通行ルートは、別図のとおりではない。 

⑶ 通行ルートの変更 

通行ルートを変更する必要が生じた場合は、関係市及び組合との協議を経て、この計画書

の変更をもって決定する。 

４ 作業要領 

⑴ 基本的事項 

ア プラザへの搬出入車両には、搬出入を行う市の名称を表示するものとする。 

イ プラザへの搬出入車両は常に清潔にし、ホッパードアについては搬出入の際、閉じてお

かなければならない。 

ウ 処理棟エリア内道路は、時計回りの一方通行とする。 

エ 処理棟エリア内において車両の運行は、常に表示に従わなければならない。走行速度は、

10 ㎞/h 以下の徐行とする。 

オ 搬出入時の計量操作は、収集車両の運転手が行うものとする。 

カ プラットホームへのアプローチや残さ積込場所への誘導など、車両を後退させる場合は、

必ず補助者が後方確認をしなければならない。 

キ 残さ積込作業は、組合が行うものとする。 

⑵ プラスチック製の容器類の搬入 

ア 処理棟エリア入口から進入した搬入車両は、敷地西側の No.１計量機で搬入用のカード

を用いて１回目の計量を行う。（総重量の計量） 

イ 処理棟北側のプラットホーム前で、プラットホームの空き状況を信号機及び他の車両の

動向により確認し、空いているプラットホームがあればバックでそのプラットホームに進

入する。空いているプラットホームがなければ、空くまで所定の位置で待機する。 

ウ プラットホームに進入している途中で、シートシャッターが開き出すので、完全に開い

たのを確認して、車両をピット投入口に着け、搬入してきたプラスチック製容器類を貯留

ピットに投入する。 

エ 搬入物が投入し終わったのを確認した後、敷地東側の No.２計量機で搬入用のカードを

用いて２回目の計量を行う。（車両重量の計量） 

オ ２回目の計量が終わった（積載重量の表示）のを確認後、処理棟エリア出口から退出す

る。 

⑶ 残さの搬出 

ア 搬出車両は、敷地西側の No.１計量機で搬出用のカードを用いて１回目の計量を行う。

（車両重量の計量） 

イ No.１計量機横のシャッターから処理棟内の残さ積込場所にバックで進入し、所定の位

置に駐車する。 

ウ 残さ積込装置がセットされたことを確認した後、搬出車両の積込装置を作動させ、残さ

を積み込む。 

エ 残さの積み込みが終了した後、敷地東側の No.２計量機で搬出用のカードを用いて２回

目の計量を行う。（総重量の計量） 

オ ２回目の計量が終われば計量伝票が自動発行されるので、計量伝票を受取り、処理棟エ

リア出口から退出する。 

⑷ 計量データの確認 

ア 計量データについては、組合から関係市に送信するものとする。 

イ 関係市は、組合から送信されたデータの確認を行い、修正等がある場合は組合に連絡す

るものとする。 

５ その他禁止事項等 

⑴ 処理棟エリアが混雑している場合においても、できる限り処理棟エリアで滞留すること。 

⑵ 処理棟エリア内道路では、指定の場所以外は駐車を行わないこと。 

⑶ 処理棟エリアで問題が発生した場合は、処理棟の運転管理業務受託者又は組合職員に通報

すること。 
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⑷ 処理棟エリアにおいては、搬出入作業に必要とする場所以外へ無断で立ち入ってはならな

い。また、搬出入作業に必要とする以外の設備や器物に無断で触れてはならない。ただし、

緊急やむを得ない場合は、この限りではない。 

⑸ 計量用のＲＦＩＤカード（非接触タッチ式）は、搬出入車両ごとに組合から関係市に必要

枚数を貸与する。万一、紛失、破損等により追加発行の必要が生じた場合、これに要する費

用については、紛失、破損等をした市が負担するものとする。 




